
(別紙） 本件意匠２及び被告意匠の構成に関する控訴人の主張

本件意匠２ 被告意匠
上側に位置する略円柱状の胴部（「第１
胴部」）の下面，

同左

下側に位置する略円柱状の胴部（「第２
胴部」）の上面，

同左

第１胴部と第２胴部との間の円柱状の溝
部，

同左

第２胴部側面の一対の対向する切欠部
（第２切欠部）

同左

からなる。 同左

第１胴部下面及び第２胴部上面は，ラン
プの回転軸に垂直であり，溝部は同軸を
中心に設けられている。

同左

Ａ 第１胴部下面の形状

円を，回転軸に向かって凹の円弧状の緩
やかな一対の対向する曲線（以下「曲線
Ａ」という。）により，点対称及び線対
称をなすように切り欠いて形成した面

円を二つの略Ｓ字状の一対の対向する曲
線（以下「曲線Ａ」という。）により切
り欠いて，点対称をなし線対称をなさな
いように形成した面

Ｂ 第２胴部上面の形状

第１胴部下面の円と等しい直径を有する
第２胴部を構成する円を両側から，回転
軸に向かって点対称及び線対称をなすよ
うに凹状に切り欠いた面であり，

同左

その切欠形状は凹の幅が切欠部全体の概
ね２割，深さが凹の幅の概ね４割の円弧
状の部分を有する一対の対向する直線
（以下「有凹直線Ｂ」という。）によ
り，切り欠いて形成した面

その切欠形状は凹の幅が切欠部全体の概
ね４分の３，深さが凹の幅の概ね２割の
円弧状の部分を有する一対の対向する直
線（以下「有凹直線Ｂ」という。）によ
り，切り欠いて形成した面

曲線Ａ，有凹直線Ｂはいずれも同じ向き
であり，有凹直線Ｂ間の距離は，曲線Ａ
間の距離よりも長い。

同左

Ｃ 第２切欠部の形状

第２胴部の円柱を，有凹直線Ｂによって
回転軸の方向に切り欠いた面であり，切
欠面は平面としての長方形で，その中央
に幅が第２切欠部全体の幅の概ね２割，
深さが溝の幅の概ね４割の円弧状の溝が
設けられている。

第２胴部の円柱を，有凹直線Ｂによって
回転軸の方向に切り欠いた面であり，切
欠面は平面としての長方形で，その中央
に幅が第２切欠部全体の幅の概ね４分の
３，深さが溝の幅の概ね２割の円弧状の
溝が設けられている。

Ｄ 溝部

溝部を構成する円柱の底面の直径は，曲
線Ａ間の距離よりもやや短い。

溝部を構成する円柱の底面の直径は，曲
線Ａ間の回転軸を通る最小距離とほぼ同
一である。

Ｅ 各構成部分の構成比率

放電ランプ口金部の①～④の各構成部分
において，

同左

一対の切欠部を有する幅狭縦長の直径を
ａとする第１胴部下面と，この第１胴部
の切欠部の幅ｂより大きい幅ｄの一対の
切欠部を有する幅広の直径をｃとする第
２胴部上面と，第２胴部に設けられた幅
ｅ，高さｆの一対の第２切欠部と，第１
胴部と第２胴部との間に形成された高さ
ｇの溝部としたとき，

同左

各構成部分の構成比率ａ：ｂ：ｃ：ｄ：
ｅ：ｆ：ｇ は，

同左

 「２６：２０：２６：２３：１１：７：
３」である。

「２６：２０：２６：２３：１１：１
０：３」である。

基本的
構成態様

具体的
構成態様


